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社会資本整備審議会建築分科会 

建築物等事故・災害対策部会（第７回） 

２００７年５月１０日 

 

 

【事務局】  本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

私は、事務局を務めさせていただきます、住宅局建築指導課の○○でございます。よろし

くお願いいたします。 

 本日、マスコミからの取材希望がございますので、よろしくお願いしたいと思います。

なお、カメラ撮りにつきましては、配付資料の確認の終了までとさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 本日の議事につきましては、分科会に準じまして、プレスを除き、一般には非公開とな

っております。また、議事録は、委員の名前を伏せた形でインターネット等において公開

することといたしたいと存じますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

 また、前回の議事要旨の案を資料１として配付しております。これにつきまして、申し

わけございませんが後ほどご意見をいただければと思います。 

 それでは、住宅局長の○○からごあいさつ申し上げます。 

【事務局】  住宅局長の○○でございます。一言ごあいさつ申し上げたいと思います。

委員の皆様方には、日ごろより建築行政につきましてご尽力いただき、厚く御礼申し上げ

るところでございます。 

 当部会でございますけれども、昨年の９月に開催させていただきまして、エレベーター

の安全確保についてということで中間報告を取りまとめていただきました。その後、日本

建築設備・昇降機センター内に、エレベーター安全対策検討委員会を設置いたしまして、

技術的な検討を進めてまいりました。この間、実は昇降機検査資格者の実務経験詐称が発

覚した問題ですとか、六本木ヒルズ森タワーのエレベーターのワイヤーロープが、火災事

故を契機に破損がわかったとか、５月５日にはエキスポランドのコースター、風神雷神Ⅱ

で死亡事故が起きたということがございまして、定期報告制度に関する事故が立て続けに

起きているという状態になっております。 

 定期報告制度の見直しにつきましては、昨年９月の中間報告にも実は整理いただいてお

りますが、本日はこれらの事故等で明らかになった新たな課題を含めまして、改めて現在
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の定期報告制度の問題点と対応方向につきましてご議論いただきたいと考えております。 

 国民の安全・安心に対する関心はかつてないほど高まっておりますので、十分なご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料、２枚目に配付資料の一覧がございます。資料１。資料２は１と２に分か

れております。それから資料３から１０までということで、右肩に資料番号が振ってござ

います。それから参考資料として、前回まとめていただきました中間報告と、関連の資料

が参考資料２となっております。欠落がございますれば、事務局までお申し出いただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、この後の議事運営につきましては部会長、よろしくお願いいたします。 

 ここでカメラ撮りは終了とさせていただきたいと思います。 

【部会長】  本日は、大変お忙しい中、皆さんご出席ということでお集まりいただきま

してありがとうございました。 

 それでは、ただいまから建築分科会、第７回建築物等事故・災害対策部会を開催いたし

たいと思います。先ほど○○室長から配付資料の確認がございましたが、この資料に沿う

形で、まず最初に「エレベーターの安全対策に関する取り纏め（中間報告）」ということ

で、その概要について、事務局のほうからご説明いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【事務局】  それでは、お手元に参考資料１をお開きいただきたいと思います。前回、

昨年の９月１１日におまとめいただきました中間報告の中身について、まずざっとご説明

させていただきたいと思います。 

 これは、昨年のエレベーターの事故を踏まえて、設置の際の安全確保、それから設置後

の維持保全段階におけます安全確保、それからいろいろな不具合情報の提供・共有をどう

するかというような課題につきまして、ご議論いただきましておまとめいただいておりま

す。最初の設置時の安全確保につきましては、まず、いわゆる運転制御プログラムから独

立した、扉があいたときの走行を防止する装置を義務づけるべきではないかということ。

それから、制動装置の二重化等を義務づけるべきではないか。それから、安全装置につい

ての専門家による認証・確認というようなものが必要ではないか。それから、確認検査の

的確な実施、それから既存のエレベーターについても改善を図るべきではないかというこ

とをご提言いただいております。 
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 それから、設置後の定期検査等によります安全確保ということで、きょうの主題になる

かと思いますが、定期検査につきましても、実施方法の見直し、報告内容の充実、それか

らいわゆる定期検査資格者の能力の確保をどうするか。それから、保守管理に必要ないろ

いろな情報をきちんと整備していくことが必要ではないかということをご検討いただいて

おります。 

 最後に、不具合情報等の共有ということで、そういったものを収集し、提供していく仕

組みが必要ではないかということをご提言いただいたということでございます。 

 それでは、資料２にお戻りいただきます。資料２は、この報告を受けて主に技術的な部

分につきまして、参考資料の中間報告でいいますと、設置時の安全確保については①、②、

③の部分、それから、定期検査のところについても①、②、③、それから④の一部という

ようなところにつきまして、少し技術的な検討をいただいたものでございます。私どもが

建築設備・昇降機センターにお願いしまして、○○先生に座長になっていただきましてお

まとめいただいた中間報告でございます。本文は２－２にございますが、大部でございま

すので、きょうは２－１に沿ってご説明させていただきたいと思います。 

 まず、エレベーターに関します安全基準の見直しにつきましては、最初にご提言いただ

いておりました、戸開防止装置あるいは制動装置の二重化についての具体的な基準をどう

すべきかということについてご議論いただきました。戸開防止につきましては、次のよう

な装置をきちんとつけて義務化すべきではないかということでございまして、まず１つは、

かごが停止位置から一定範囲を超えて移動したということをきちんと感知する。開いた状

態でその感知器が作動した場合には、動力をきちんと切る。それから、動力が切れた場合

には、惰性で動くこともございますので、回転を制止する。それでもなおかつ動いた場合

には、乗り場の天井とか床に人が挟まれない範囲で再度、ブレーキをかけてとめるという

形で、二重の安全を図っていくことが必要ではないか、こういったものを基準として盛り

込むべきではないかというご検討をいただいております。それから、制動装置につきまし

ては、これも基本的には二重化するということで、昇降については同等の機能を有するも

のを２つ以上設置するということをご提言いただいております。あわせて、Ｐ波感知型地

震時管制運転装置、こういったものをどういう形にするかということのご議論もいただい

ております。 

 それから、認証につきましては、やはり確認検査の段階で十分に安全、性能確認をでき

ないような安全装置や制御の部分につきましては、第三者の性能評価のようなものが必要
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ではないかというご検討をいただいております。 

 次に、定期検査・報告の見直しにつきましては、まず、その実施方法を見直すべきでは

ないか。最初に書いておりますのは、ちょっとわかりづらいかと思いますが、今の定期報

告といいますのが、いわゆるＡ、Ｂ、Ｃの３つに分かれているんですけれども、Ｂの部分

というのが少し不明確な形でございまして、むしろこのＢの部分を、例えば劣化が進むこ

とによって次の検査段階、例えば１年後になりますと法不適合になるのではないかという

ものについては、例えば要改善であるという形できちんと区分を明確にしていくべきでは

ないか。それにあわせて定量化をすべきではないかと。それから、劣化状態がなかなか外

部から見られない場合には、作動の確認ですとか不具合の発生状況、それの改善状況、そ

れからメーカー側からの整備周期といったものを考慮して判断することが必要ではないか

ということで、定期検査の方法につきましていろいろな改善事項をご指摘いただいており

ます。それから、報告の様式につきましては、いわゆる改善の時期ですとか、改善すべき

内容、あるいは改善結果にあわせて記載して報告させるべきではないかということ。それ

からもう一つは、いわゆる検査の重要度といいましょうか、そういったものを踏まえて検

査回数、検査頻度を見直すということも必要ではないかということをご提言いただいてお

ります。 

 それから、内容につきましても、様式の中で、例えば過去の検査記録の保存状況ですと

か、前回の検査以降の不具合の発生状況、その改善をどうしたか、あるいは予定を書かせ

るということをしてはどうか。それから、不具合につきましてもできるだけ、記載の要領

の中でどういう不具合があったかというのをわかりやすく表示するために、戸開走行です

とか段差が発生したとか、表記の仕方を少し類型化してはどうかというご議論をいただい

ております。 

 ③、いわゆる資格者の能力の問題では、講習内容も、安全装置に関するいろいろな知

識・技能の習得に重点をおいたものに直すべきではないだろうかということ。それから、

今行っております名簿の登載ですとか、登載証の交付につきましては、要件を満たさなく

なったものを名簿から取り消すということと、今後の検討課題として、登載証の更新とい

いますか、返還させるということについての制度の見直しが必要ではないかということ。

それから、詐称問題は後ほどご説明いたしますが、実務経験を証明する方法をもう少し厳

格化すべきではないかというご提言もいただいております。 

 ３つ目といたしましては、維持管理が非常に重要だということで、維持管理の手引きを
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整備すべきではないかということで、維持管理の手引きの中身に具体的なご提言をいただ

いております。ここに書いてございます、保守管理の内容ですとか、長期保全計画の基礎

知識、あるいは保守管理業者の選定・契約の仕方、あるいは不具合が起こった、人身事故

が起こった場合の対応ですとか、それからいろんな情報を保存するというようなこと。こ

ういったことを手引きとしてきちんとまとめるべきではないかということで、ご提言いた

だいたということでございます。 

 以上、この委員会の報告を終わりたいと思います。 

【部会長】  ○○室長、どうもありがとうございました。 

 それでは、この検討委員会を精力的にまとめられました○○先生のほうから、何か補足

がございましたらお願いいたします。 

【○○部会長代理】  内容につきましては、今、○○さんからご説明いただいたとおり

で、膨大ですから細かいところは報告書でごらんいだたきたいんですが、ちょっと補足さ

せていただきますと、前回、この部会で取りまとめたのも中間報告ですけれども、あれは

警察の捜査が続いているということで、最終的な報告ではないという位置づけだったと思

います。まだその状態は続いておりまして、具体的な検討の取りまとめについても、最終

ではなくて中間とさせていただきました。もう一つは、問題が非常に多岐にわたっており

まして、必ずしも今後どういうふうにするかということが詰まっていないということもご

ざいます。そういうのは課題として、この報告の中にわかるように盛り込んであります。

そういうことで中間報告としてあります。 

 ですから、この中には、特にハードの安全装置その他については比較的、すぐにでも対

策が立てられる、あるいは制度に盛り込めることですけれども、もう少し詰めてから実際

の、例えば法に盛り込むなどをすべきだという項目もありますので、これをまとめた立場

から言いますと、実は、今回いろいろ起こる前にもその辺の切り分けをまず国交省と相談

して、すぐ実施に移せるものと、少し詰めていかないといけないものを考えていたところ

なんです。そういう状態の中で、今回立て続けにまたいろいろ問題が生じておりますので、

この報告と今回生じた問題をあわせて、今後どういうふうにすべきかというのを、やはり

これからきちんと考える必要があろうかと思っております。中身の補足よりは、位置づけ

ということで、そんなことを考えております。 

【部会長】  どうもありがとうございました。今、○○安全検討委員会主査のほうから

お話がありましたように、まとめられたのが４月末ぐらいだと思いますので、そのあたり
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の状況をご判断いただきたいと思います。 

 この資料につきまして、何かご意見、ご質問はございますでしょうか。 

【委員】  ○○です。大変不勉強で恐縮ですが、一番下のエレベーターの所有者・管理

者の維持管理とありますが、例えば民間の共同住宅、いわゆるマンションですが、これは

通常、居住者が管理組合等を持っていて、それに委託された管理会社が管理をしているわ

けですが、ここで言うとその管理組合は、管理者に当たるのか。何に当たるのでしょうか。

管理会社が責任を……。 

【部会長】  法的にはどうなんでしょうか。 

【事務局】  基本的にはマンションですと、管理組合は所有者の集まりでございますの

で、そのマンション自体が所有者あるいは管理者ということになろうかと思います。です

から、そのマンションの所有者、管理者が保守点検業者に業務を委託して、いろいろな業

務をやっていただく。そのときの注意事項といいますか、そういったことをここではまと

めさせていただいているということです。 

【委員】  多分そうだと思うんですが、そういたしますと、マンションの管理組合の理

事長というのは、しょっちゅう変わるわけですよね。そうすると、居住者全員がこういう

問題について認識しておりませんと、総会で、要するに経費を安くするために、どうして

もこういうところについても減額、減額の方向にいきますので、そういう意味で、居住者

全員に対してこういう意識を持ってもらうことが、これから重要なことではないかと思い

ましたので、一言申し上げました。 

【○○部会長代理】  この中間報告を取りまとめるときにも、今のようなことは非常に

大きく意識しておりまして、社会的にこういう責任があるんだということを、よく認識し

てもらう必要があると。しかも、そういう立場に立つ方々、早い話が素人ですから、わか

りやすい手引きをつくって、責任は非常に重大ですので、講習会を開くのがいいのかどう

かわかりませんけれども、社会的によく認識してもらう必要があるという意見が多かった

と思います。 

【委員】  ありがとうございました。 

【部会長】  ほかに、何かございますでしょうか。 

【委員】  ○○大学の○○です。今、全部見ていないんですが、中間報告の２７ページ

の上から３行目、瑕疵の有無の判断という記述があるんですが、この中で、特定の利用者

とそうでない場合、特に成人と成人ではない場合の区分けがしてありますけれども、今日
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のいろいろな建築物を見ますと、この区分けができにくくなっている、あるいは、成人が

中心となる、大人が利用するようなものに、一時的に子供ですとか乳幼児が利用するよう

な場合もあり得るわけですので、このあたりの記述は少し慎重にされる必要があるのでは

ないかという感想を持ちました。 

【○○部会長代理】  おっしゃるとおりだと思います。こういう問題というのは、特に

民法の問題ですと、事前にはっきりするわけではなくて、事故が起こったり、不具合が起

こったりしたあらゆる状況を判断して、瑕疵があったかどうかはそこで判断されることだ

ろうと思いますので、確定的な書き方というのは、おっしゃるようになかなかできない問

題だと思います。 

【部会長】  何か、事務局のほうからございますか。 

【事務局】  ご指摘を踏まえて少し修正、実際の手引きの形にする際には見直しをした

いと思います。 

【部会長】  今の委員のご指摘に対して、これは一応、中間報告という形で報告をいた

だいて、これに対するご意見ということでございますので、今のご意見については○○主

査のほうからありましたように、これを最終版としてまとめるときに検討する際の内容項

目に含めるという対応の仕方でよろしいでしょうか。 

【委員】  結構です。 

【部会長】  ほかに、何かございますか。 

【委員】  ○○です。中をまだ読んでいないので、もしかしたらちゃんと書いてあるの

かもしれませんけれども、エレベーターでの危険源、最も危ないのは、ここに書いてある

ようにあいたまま動くという戸開走行、もう一つはかごがないのにドアがあくというのが

あるんですね。これも非常に危険で、これについては少し考察、対策を考えられておいで

ですかという質問です。 

【部会長】  まとめられた○○先生。 

【○○部会長代理】  それも、戸開走行の一つに入っていると思います。どこに入って

いるかと言われるとちょっとあれですけれども……。 

【委員】  そうですか。多分、エレベーターで一番危険なのは今言った２つと、あとは

ロープが切れるという、ここですので、制御の面からするとあいたまま動く、それからか

ごがないのにあいちゃうという、この２つです。 

【○○部会長代理】  それも入っております。 
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【委員】  はい、わかりました。 

【部会長】  私から１つ。先ほど○○先生から話のあった、保守管理の件で、今回、防

災に関しては各マンションに、国土交通省なりそれの関連団体の防災協会のほうでいろい

ろな資料をお配りになるというのを聞きましたけれども、維持管理体制とか、エレベータ

ー危機管理、安全性について何か、将来的にそういう情報の通知というのは、少しお考え

いただくようにお願いしたいと思います。もしそういうお考えがある、ご検討をされてい

るのであればそういう方向で、やるかどうかということについての検討の可能性、ご見解

を伺いたいと思います。 

【事務局】  この手引きを、どういう形で広めるかということについては、できるだけ

きちんと管理組合のほうに伝えるような形にしたいと思っております。具体的なことは少

しこれから詰めさせていただきますが、先生のご指摘を踏まえて、管理組合にきちんと渡

るような方策をきちんと検討したいと思います。 

【部会長】  ○○先生、今のようなことでよろしいでしょうか。 

【○○部会長代理】  結構だと思います。 

【委員】  既に出ている話なんですけれども、私もこの中間報告をまだ全然読めていな

いんですけれども、このエレベーターの所有者・管理者の責任の話なんですが、これは文

章を変えろということではなくて、共同住宅について私が思っていることは、ちょっと今

までのご意見と違いまして、マンションに住んでいる人というのは、それは自分のものな

のだから責任をとれということは、甚だ実態に合っていないのではないかという感じがす

るんです。賃借りしている人は、もともと自分の家だという意識が相対的に希薄で、自分

の責任領域だという認識がどうしても薄いということになりますけれども、区分所有者の

場合も、やはり全部が自分の家だというのと違いまして、そのうち売って違うマンション

に住もうと思っているわけで、そういう意味で言いますと、普通の一戸建ての所有者と全

く同列には論じられないのではないか。一戸建ての場合もかなり相対化しているところも

あると思いますけれども、所有者あるいは管理者、それから占有者としての民法上の責任

とか刑事上の責任があり得るということを言うのはいいと思うし、自己責任ですから、や

はり自分の身は自分で守るというのは基本なんですけれども、それを追求していくことが、

おそらく現実に住んでいる人間の実態には合っていないところがあるし、将来的に共同住

宅がもっと増えていくと、ますますそういう人口が増えてくるということになるので、も

う一つのルートを複眼的に持っておくことが必要なのではないかと思うんです。 
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 そうすると、素人だということもありますけれども、マンションの管理会社とか、ある

いは業者さんに対する行政的な監督とか、そのあたりしか残っていないといいますか、そ

れももちろんパーフェクトではあり得ないわけだけれども、そこの仕組みをもう少し考え

ていくということをやらないと、やや教条主義的といいますか、責任があるんだと言って

みても始まらない、問題が根本的に解決しないんじゃないかという印象をずっと持ってい

まして、そんなことを、共同住宅については少し切り分けて考えてほしいということを申

し上げたいと思います。 

【部会長】  これは何か、お答えを求めていると思ってよろしいですか。ご意見を述べ

られたと思っていいでしょうか。 

【委員】  意見ですので結構です。 

【部会長】  その辺に関して、○○先生も私もぜひこういう、維持管理の問題点があれ

ばそれを広く、所有者である区分所有者に、問題があるんだということを認識させるため

にいろいろな情報を渡してくださいということを申し上げて、将来的に検討されるという

ことに位置付けたいと思います。 

 耐震診断についてはおやりになるんですよね。 

【事務局】  そういうものを、マンションの管理組合に、いろんな周知をしようという

ことは別途考えております。 

【委員】  だから、矛盾している話ではなくて、両立しているものだと思いますので、

将来的には考えてほしいということです。 

【○○住宅局長】  多分、ここで書いてあるのは、むしろ、安易に選ぶのではなくてい

い管理業者を選定してもらうために、実はあなた方は所有者なんだから、ちゃんとした責

任を持っていい人を選んでくださいという趣旨を書くために、そういうことを書いてある

という位置づけになっているんです。だから、むしろ分譲マンションの方は、賃貸は所有

者がいますから別なんですが、素人集団の集まりですので、だからこそあなたが責任をと

れと言われたときに困るんだから、いい業者を選んでくださいと。そのときのガイドライ

ンというのはこういうものなんですよというのが、その後引き続いて、管理業者の選定に

ついてのマニュアルとか、そういう形であらわしているという流れになっています。 

【委員】  この間、介護保険でおもしろい仕組みを見つけたんですが、そうすると、優

良業者についての情報を、アクセスが容易な形でゲットできるような仕組みをあわせてつ

くることが多分、必要なんでしょうね。介護に関しては、そういうのをつくったら２割ぐ
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らいが事実上、つぶれてしまったという話があったようですけれども、そういう仕組みが

あるといいと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。 

 ほかに何か、ご意見はございませんでしょうか。 

 それでは、他の議題もございますので次に進めさせていただきたいと思います。次に、

主に定期検査に関連する項目で、昇降機検査資格者の実務経験詐称の件と、六本木ヒルズ

におけるエレベーターの休止、それから先日ございましたジェットコースター風神雷神Ⅱ

の死亡事故についての件であります。それらを１つにまとめたような形で、資料６にござ

います定期報告制度等の課題と対応の方向、この４つの点でございます。資料としては３、

４、５、６の４つを一括して事務局のほうから、まず状況報告を兼ねてご報告いただいて、

最後に、定期報告制度の課題と対応、資料６についてご紹介いただきたいと思います。お

願いいたします。 

【事務局】  それでは、まず資料３からご説明させていただきます。これにつきまして

は、いわゆる昇降機の定期検査を行います資格者が、実は実務経験を詐称していたことが

判明したものでございます。調査結果の１のところにございますとおり、シンドラーエレ

ベーター、１８３名の資格者がございますが、そのうちの５３名、それからハインという、

保守点検を専門にやっている会社と聞いておりますが、そこが２４名のうち１４名と、か

なりの割合で詐称していることが明らかになりました。講じた措置としては下にございま

すとおり、名簿から削除して資格の消除をするということを行いましたし、それから、こ

の失効者が行いました昇降機の定期検査については、改めて正規の資格者によってやるよ

うにということで、今、実施しているという状況にございます。 

 それから、シンドラーとハイン社、それぞれにこういう者の実務証明の仕方、実は、本

人の申告をもとに、それに上司が証明をするという形で、実務経験を証明した書類を出し

ていただいているわけでございますが、会社自体も証明を不適切にやっていたという問題

でございますので、会社に対して改善をどうするんだということで、改善策を出していた

だきまして、それに基づいて、今後の対策を講じていただくことにしています。提出され

ました改善策につきましては、監査人や弁護士等から成ります第三者機関が、きちんとそ

のプロセスを見てチェックをするということになっております。ことしの定期報告の事項

からこれを実施するということで聞いております。 

 それから、２ページをお開きいただきますと、他社もあるのではないかという疑問もご
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ざいますので、それぞれメーカーに対しまして自主調査をお願いしております。それとあ

わせまして、昇降機センターのほうでサンプルで、実際に詳しく調べて問題がないかどう

かということで実施しているところでございます。ちなみに、資格者ですが、これは法律

によりまして要件がございまして、大臣が定める要件を満たして、大臣の登録を受けた講

習を修了した者というふうに規定されております。その要件の中で、次のいずれにも該当

しない者ということでいろいろございますが、その一部に、学歴または実務経験を偽った

ことが判明した者ということになっておりますので、判明した時点でこの要件を満たして

いないということになり、資格を失うということになっております。 

 実務経験につきまして、これも告示のほうで規定をしております。大学の機械とか電気

を卒業しますと実務経験２年、それから、全く実務経験のみといいましょうか、機械とか

電気を出られていない方については、１１年の実務経験ということになっております。こ

の部分を詐称したということでございます。こういった事件が起こって、実務経験のチェ

ックをどうするかという問題が明らかになったということで、この点について改善策の検

討が必要であるということになっております。 

 資料４は、六本木ヒルズのエレベーターのワイヤーロープが破損したということでござ

いまして、事の発端は、４月４日の夕方、エレベーターで火災が発生しました。これにつ

いて調査いたしましたところ、エレベーターのメインロープ、ちょっとわかりづらいと思

うんですけれども、４ページを見ていただきますと、写っておりますエレベーターのロー

プというのは、こういう鉄を幾つも組み合わせてストランドというものをつくって、それ

をまた束ねている構造になっております。この太いストランドが、ここでは８本ございま

すが、このうちの１本が破断してしまった。その破断した部分の線、実際の写真は６ペー

ジにございます。見やすいようにテープをかけたりしているもので、わかりづらいかと思

いますが、こういう形で破断して外に飛び出ていまして、これが周囲の枠みたいなところ

とこすれまして火花を飛ばした。それが、下のほこりとか油がたまっている部分に引火い

たしまして、火災、ボヤといいましょうか、そういったものが発生してしまったというこ

とでございます。５ページ、６ページを見ていただきますと、事故機のロープが、かなり

さびついた状態になっているということで、エレベーターのロープというのはそんなにさ

びのない状態で動いているのが通常でございますが、かなり異常な状態であったというこ

とで、これが火災の原因になったということでございます。 

 この問題を受けまして、同型の機械はどうなっているんだということを、オーチスに対
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して調べるようにと指示いたしました。それから、森タワー、森ビルに対しましても緊急

点検の実施を指示いたしました。その結果が２に書いてございますが、実はこの事故機と

同型機は、六本木ヒルズ内に１１機ございます。これらについて改めて調査をした結果、

同じようなストランド切れが１機、それから、ストランドまではいっていませんが、素線

といいますか、その部分が一部破損していたものが８機、そのうちの２機はＪＩＳの基準

内ということでございますが、結果として７機が基準外になっていたということでござい

ます。これを受けまして、速やかに９台の運転を停止いたしまして、今、順次ワイヤーロ

ープの交換をしているという状況でございまして、今のところ６機が運転を再開している

ということでございます。 

 ２ページを見ていただきますと、その後講じましたのは、六本木ヒルズのタワー内にご

ざいます、他のメーカーのエレベーターについても点検をするようにということ、これは

今、点検中でございます。それから、オーチス・エレベータにつきましては、全国のすべ

てのロープ式のエレベーターにつきまして、緊急点検を実施してほしいということで、今、

ロープの点検を実施している。できればこれも５月２５日までということで、報告を依頼

しているということでございます。それから、１２条３項に基づきます定期検査について、

その徹底をお願いする文書を発出したということでございます。 

 この問題は、見ていただきますとわかりますとおり、ロープのこういう状態を、定期検

査をしたにもかかわらず見落としたということが一番の問題でございまして、定期検査自

体が適切に行われていなかったのではないかということで、これをどうするかということ

が一つの課題になっているということでございます。 

 次に、資料５でございます。これは、先週の土曜日、皆さんよくご存じかと思いますが、

吹田市のエキスポランドというところで、いわゆる立ち席型、写真を入れていなくて大変

恐縮でございますが、立った状態で動くジェットコースターが、車軸、車輪をとめている

軸が一部折れまして、それが外れて車輪が脱落するということがございました。その結果、

台車の部分が傾いてしまいまして、傾いた結果、乗っていらっしゃる方が周囲の鉄さくに

ぶつかってしまったということで、お一人の方がお亡くなりになり、負傷者も多数出たと

いう、非常に痛ましい事故でございました。 

 この遊戯施設自体は、平成３年に確認をとって、４年から動いているものでございます。

これも定期検査の問題がございまして、吹田市では、こういった遊戯施設について年に１

回、定期検査をして報告をしろということになってございます。具体的な報告の中身は、
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いわゆる特定行政庁が規則で定める書類を添えてやるということになっていまして、その

中で、日本建築設備・昇降機センター、先ほどエレベーターの、ＡＢＣというふうに申し

上げましたが、同じような様式でございます。この様式に基づいた詳しい検査結果を出す

ということになっていたわけでございます。 

 この部分については、詳しくご説明したほうがよろしいかと思いますので、参考資料２

で、その関連の部分がございます。法令集のようになっているところが、一番最後の資料

にあろうかと思います。その３１ページをお開きいただきたいと思います。これがいわゆ

る標準様式で、昇降機センターが決めているものでございます。この様式で、Ａ、Ｂ、Ｃ

で指摘するということになっております。これが、吹田市が提出しなさいとしていた書類

でございますが、具体的なＡＢＣの判断基準は３２ページからございまして、業務基準書

という昇降機センターがつくった本がございまして、その中に判断基準が記載されてござ

います。この判断基準に従って、ＢとするかＡとするかを判断するということになってい

まして、その根拠がそれぞれ、法令とＪＩＳの部分が記載されています。これを見て判断

するということになります。 

 今回の該当部分は３７ページでございます。「６.８」と書いてございます、一番上に

「台車・車輪装置」というのがございまして、ここを見ていただきますとわかりますが、

今回の場合はＣに該当しますが、「・き裂、欠損又は甚だしい変形がある場合」というこ

とで、こういう場合にはＣ判定だということで報告をすることになっています。その判断

基準として法令の基準とＪＩＳの基準があるということになっています。お手元に、資料

番号はついてございませんが、ＪＩＳの基準書があろうかと思います。エレベーターと混

在していますが、遊戯施設のほうをごらんいただきたいと思います。遊戯施設のほうの８

ページでございます。ここに「５.６.３」というのがございまして、ここが車輪装置の部

分になっております。ここにいろいろ判断基準がございまして、その中のＣとＤ、今回破

損しましたのが車輪軸という部分でございまして、亀裂および甚だしい摩耗がないことと

なっておりますが、これを判断するために１年に１回以上の探傷試験を行うことになって

いるわけでございます。今回、問題なのは、この探傷試験を行わずにＡだという判定をし

て提出しているということになっておりまして、実は、定期検査自体は１月に実施して、

２月の上旬に吹田市に報告をされているんですけれども、検査自体が不適切に行われた可

能性が高いということでございます。 

 そういう問題があったということで、また資料５に戻っていただきまして、今回の事故
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を受けまして、私どもが講じました措置といたしましては、全国のジェットコースターの

類すべてにつきまして緊急点検を実施してくださいということをお願いしております。そ

の際に、いわゆる車輪軸につきましては、特に探傷検査の結果をきちんと確認してくださ

いと。仮にやっていないものについては、速やかに探傷検査をして、安全性を確認してく

ださいということにしております。これにつきましては、事故機と同型機が４機ございま

すが、これについては明日まで、それ以外のものについても来週の金曜日までに報告をい

ただきたいということにしております。それから、あわせて全国の遊園地事業者に対しま

して、適切に定期検査を実施するようにということと、維持保全計画、あるいは運行管理

計画というものを適切につくっていただいて、ちゃんとした運行管理をしてくださいとい

うことの周知徹底をしたということになっております。 

 こうした事故が幾つか起こりまして、実は委員会でご議論いただいたときから、幾つか

また明らかになった問題も踏まえまして、資料６にその課題を少し、私どもとして整理さ

せていただいております。まず、定期検査の項目、方法につきましては、業務基準、それ

からＪＩＳの標準の位置づけが不明確ではないか。先ほど申し上げましたけれども、業務

基準自体は昇降機センターがつくっておりますけれども、法律上、これによらなければな

らないと明文する規定がございません。それから、それに位置づけられているＪＩＳの検

査標準も、あわせて同じような形になっているということで、不明確ではないかという問

題。それから、検査基準の中も、少し定性的なものが多くて、かなり検査者の裁量に任さ

れている部分が多いのではないかということ。もう一つは、昇降機センターの委員会の中

でもご指摘いただいているんですが、劣化の進行を考慮していないんじゃないかと。例え

ば、次回の検査までには、どうも不適合になるんじゃないかというものについて、やはり

きちんとそういうことを指摘すべきではないかということでございます。そういったこと

が、今は行われていないのではないか。 

 それから、報告の中身も、いわゆる検査結果、先ほどのＡＢＣの表を求めておりますけ

れども、これもＡＢＣという結果だけでございます。それを裏づけるための資料とか、そ

ういったものの添付がございませんので、報告を受けた特定行政庁のほうも、まさにいい

のか悪いのかという判断が十分にできないのではないかという問題がございます。それか

ら、いわゆる不具合情報というものが含まれていないということもございまして、不具合

な情報も踏まえて検査を効果的に行うということが、十分に行われていないのではないか

ということがございます。 
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 それから、資格制度につきましては、今回のものを踏まえますと、やはり処分について

の考え方があまり明確に、法的な手続とか、処分をするということの規定が不十分ではな

いかということ。それから、罰則自体も、法令上はないものですから、検査者がいいかげ

んな検査をしたということについての処分、罰を適切に行うことが困難ではないかという

こと。もう一つは、やはり今回のいろいろな問題を見てみますと、検査者の検査能力とい

いますか、そこにも疑問があるのではないかということがございます。 

 したがいまして、２ページを見ていただきますと、今後の検討の方向といたしまして、

まず１つは検査項目につきまして、定期検査の業務基準ですとかＪＩＳの検査標準につき

ましては、やはりもう少し定量化をする。あるいは、劣化を想定した基準をつくっていく

ことが必要ではないか。その上で、いわゆる探傷検査を実施するとか、あるいは、目視で

きないものは、いろんな機器を使用してきちんと確認するというような検査の方法を具体

的に法令上に規定すべきではないかということがございます。それから、その具体的な検

査方法を踏まえて、今、半年から１年の中で、大体１年で決めているケースが多いわけで

ございますが、場合によっては少し期間を短縮するということも、重要な事項については

行う必要があるのではないかということがございます。 

 それから、報告の中身につきましては、やはり検査結果を裏づけるような資料が必要で

はないか。例えば探傷試験の結果の写しを添付する、あるいは重要な部分については写真

の添付を行うというようなことで、後から不具合の状況を行政庁のほうでも判断できるよ

うなことが必要ではないか。それから、仮に不具合が発生した場合は、それがどういうふ

うに起こったか、どういうふうに改善したかということをきちんと加える必要があるので

はないかということでございます。なお、そういったものが入りますと、今、実は定期検

査の状況につきましては、行政庁のほうで閲覧をするということになっておりますが、そ

ういった不具合情報についても閲覧対象に加えて、きちんと見られる形にしていくことも

考えられるのではないかということでございます。 

 それから、定期検査資格制度につきましては、この検査資格についての処分、罰則につ

いて、そのあり方をきちんと検討すべきではないだろうか。その上で、定期検査の資格要

件を少し見直す必要があるだろう。例えば、講習内容ですとか修了考査、こういったもの

を、今の現状でいいのかどうかということを検討すべきだろうと。それから、やはり新し

いいろいろな技術、法令の見直しについて、定期的に講習を実施して技術を習得していた

だくという方法を検討すべきではないだろうかということでございます。３つ目は経歴詐
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称の問題で、これについては、実はことし６月から受付を始めるということもございます

ので、ご承認いただければ速やかに実施したいと思っておりますのは、今のような単なる

上司等の証明ではなくて、例えば労働者名簿、これは労働基準法で職場でつくることが義

務づけられているものの写しですとか、被保険者記録照会回答票の写しというようなもの

を添付していただいて、今回の場合も、何といいましょうか、入社前からずっと入社して

いたような形で経歴を詐称していたケースが多かったものですから、そういった方法をと

ることが一つの方法ではないだろうかということで考えております。 

 それから、３つ目は、いわゆる維持保全が非常に重要でございますので、主に遊戯施設

などにつきましては、やはり実施体制ですとか部品の交換をどうするか、あるいは緊急時

の対応、こういったものを含めた維持保全計画などをきちんとつくっていただく、それに

従ってきちんとした維持管理をしていただく策を検討すべきではないだろうか。今後、こ

ういったことを検討すべきではないかということで、整理させていただいております。 

【部会長】  どうもありがとうございました。今の事務局からのご説明は、大きく言う

と二項目あると思います。今までの、３つございました事故の現状報告、それから最後の

資料６ということで、ここの部会の議論の進め方において分けさせていただいて、前半の

３、４、５について何かご質問、ご意見を伺うことを先に進めたいと思います。 

 いかがでしょうか。資料３、４、５、３つにつきまして、昇降機の実務詐称、エレベー

ターの休止について、ジェットコースターの事故の問題、この３つのご報告内容について、

何かご質問はございますでしょうか。確認でも結構でございます。 

【委員】  細かい質問なんですけれども、まず資料４の２ページ目、講じた措置のとこ

ろで、２行目、緊急点検を指示するよう、特定行政庁である東京都に国が要請したという

ことなんですが、これは建築行政の仕組みの問題ですけれども、特定行政庁である東京都

が森ビルさんに指示するのは、これは建基法１２条５項に基づく話ということです。それ

で、東京都に対して要請するというのと、２つ目の丸のところで、やはり通知があって報

告するよう依頼しているというのは、事実上の行政指導なんですか。強いて言えばそうい

うことになる、事実上の行為で、これは法定受託事務ですか、自治事務ですかというのが

１点目です。 

【事務局】  自治事務でございまして、上の要請は事実上の行為でございますが、下の

部分については法律上の根拠で、報告を求めることができるということが基準法上、規定

されておりますので、その部分につきましては法律に基づいて報告を求めるということに
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なろうと思います。 

【委員】  そうですか。こういう調査みたいなことをするときに、制度としては脆弱だ

という気持ちを基本的に持っていまして、特定行政庁がほんとうにちゃんとやれるのかと

いう問題が、もう１個あるんですね。そういう点が少し心配なのと、仮に特定行政庁が言

うことを聞かなかったらどうするのかなというのも、基本的に考えないといけなくて、そ

れは国と地方の関係という部分にかかわりますけれども、その点が１つ、問題点としては

多分あるんだろうと思います。迅速な対応をとるとか、専門的な対応ができるかどうかと

か、そういうところを考えると、そういう問題があると思います。 

 もう一つの質問は、資料５のほうなんですけれども、ジェットコースターというのは遊

戯施設ということで、これも建基法の守備範囲というのはちょっとびっくりしましたが、

これは軌道法とかは関係ないのかなというのと、あと、経産省とかほかの行政庁は全然か

かわっていないのかということですね。それから、２ページ目を見ると建基法で運行管理

規定まで管理するのかというのがあって、そんなにやり切れないんじゃないかという気が

ちょっとしておりまして、その点はいかがでしょうか。 

【事務局】  過去の経緯はちょっと、なかなかいろいろあったようでございますが、基

本的には軌道法とか他省庁は、このことについては関与はしておりません。建築基準法の

中で、建築物ではなくて工作物の中で建築基準法の規定を準用するという形で、いわゆる

準用工作物ということで、その一部に入っております。おっしゃるとおり、ハードの部分、

あるいは定期報告とかそういう部分は建築基準法を準用しておりまして、２ページにござ

います維持管理とか運行管理につきましては、こういう指針をつくって、事業者に対して

行政指導をしているという認識で、法的な根拠があるかと言われると少し、維持は行政指

導という形でやらせていただいているということです。 

【委員】  ありがとうございます。 

【委員】  建築士会の○○でございます。今のお話に関連するんですが、特に遊戯施設

の場合、確かに維持管理が非常に重要だということはわかるんですけれども、例えば責任

のリンクという意味では、プロダクツライアビリティーとか設計責任とか、そういうもの

はどういうふうにとらえられるんでしょうか。定期報告がちゃんとなされないとか、その

仕組みをちゃんとすべきだとか、所有者がきちっと維持管理すべきだとか、それはよくわ

かるんですが、責任というのはそれだけなんでしょうか。それとも、そういうことはこの

委員会では議論する範疇に入っていないのか、その辺をちょっと教えていただければと思
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います。 

【事務局】  工作物でございますので、当然、設計者、施工者という方はいらっしゃい

ます。そういった方々については、当然責任を問うことにはなると思います。通常、建築

物の場合は建築士が業務独占という形ですが、この場合は業務独占ではない形ですけれど

も、当然、責任としては同様の形でかかってくると思います。 

【部会長】  ほかに何かございますか。 

【○○住宅局長】  ○○先生のご疑問は、多分、基準法の工作物規定が入ったのは、実

は昭和３０年代なんです。そのころに遊戯施設をめぐっていろいろな議論があったと思い

ます。当時の通産省なり、運輸省なり建設省といろいろ議論を重ねたんだろうと思うんで

すが、軌道法というのは、例えばジェットコースターというのはＡ地点で乗ってＡ地点で

おりるので、運輸に関係ないよという議論になって外れているんだと思います。当時の通

産省さんのほうは、我々は製造メーカーみたいな部分で、設置について責任を負わないみ

たいな議論があって、結構、お逃げになった部分があって、それでは工作物を設置すると

いうのを一体どこが見るんだという議論になったときに、例えば広告塔みたいなものがあ

りますね。それとか屋外の水槽を建てたようなものとか、そういったものを工作物責任で

基準法で見るよとなっていたので、こういったものについても別条を立てて、準用工作物

という形で規定するというふうに、昭和３０年代からなっておりますので、ちょっと私も

えっと思ったのは事実なんですが、実は遊戯場を経営されている方は、確認が要るんだと

いうことはずっと、３０年代から知っているという世界に入っております。 

【部会長】  ありがとうございました。ほかに何かございますか。 

 どうぞ。 

【委員】  かなり単純な質問です。六本木ヒルズというと非常に新しい建物というイメ

ージがありますが、それがこういう、ワイヤーロープが切断してしまうような赤さびがあ

るというのは、報道で聞いている限り非常に奇異な感じがします。全く技術的な素人とし

て、これが要するにメンテナンスの問題ということで扱うものなのか。赤さび状態が、１

１基のかなりの部分で同様の問題が生じているという今日の報道を聞くと、エレベーター

本体に、赤さびが生じるということの問題はないのかどうか。そのあたりが、ちょっとわ

からないのでお尋ねします。 

【部会長】  これはどなたに聞いたらいいでしょう。委員会ということで、もし委員の

中で適切に意見を述べられる方があったら。 
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 ○○先生、何か。先生は電気でしたか。機械ですね。 

【委員】  私は、機械安全という立場です。 

【部会長】  エレベータ協会のほうでは何か。委員としての見解はございますか。 

 特にはありませんか。 

 事務局の方から何かありますか。 

【事務局】  どうも、少し特別な油の、普通とは違う特別なロープを使っていたという

のは聞いているんですけれども、ただ、金属でございますから、さびるということは当然

あり得るわけですので、むしろ、さびた状態がわからずに放置されていたということのほ

うが問題が大きいのではないかと。さびた状態で、それを取り除くとか、あるいはさびて、

その結果破断がないかということを適切に管理していれば、問題は生じないのではないか

と思っております。 

【委員】  そうすると、確認ですけれども、適切なメンテナンスが行われていれば、こ

ういう状態になり得るはずがないという事案であるという理解でよろしいですか。 

【事務局】  そういう認識をしております。 

【部会長】  ほかに何かございますか。 

 ○○先生。 

【委員】  １点、質問なんですが。資料３ですが、これはなぜわかったんですか。 

【事務局】  情報提供がございまして、その結果、追跡調査をさせていただいたという

ことでございます。 

【大森委員】  ということは、情報が入っていないところもあり得るんですか。 

【事務局】  ないとは言えませんので、今、実は、２ページの（４）にございますとお

り、全数を調べるのは非常に困難ですから、とりあえず自主調査をしていただいて、その

中でサンプルを抜き取って実態を確認して、問題があるところはまた少し調査をするとい

う形で進めているところでございます。 

【○○住宅局長】  実は、ここの部分で申し上げると、この資格自体が省令に基づくも

のになっていますので、先ほど来、○○室長から申し上げていますように、仮に経歴詐称

をしたときに、こいつは悪いやつだからということで、罰則も処分もかけられないという、

要するに罪刑法定主義みたいな議論があります。そういう状態になっている資格なんだと

いうことの結果、省令でつくっているやつなので、若干、気軽に経歴詐称がされている嫌

いがあるのではないかというふうに、私どもは危惧しているわけです。 
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【委員】  ちょっと前の議論にさかのぼるんですが、私は機械安全が専門なんですが、

国土交通省の、今言ったエレベーターから遊戯施設、これは明らかに機械なんです。それ

から、国土交通省だけでなく、厚生労働省へ行くとプレッサーだとか、あれも機械なんで

す。そして、経済産業省で当然また機械をやる。僕らにとって機械は全部同じはずなのに、

実は省庁、３つあってちょっとずつみんな違うんですね。これは何とかならないんですか。

逆に言いますと、国土交通省がある程度強制法規に近いものを持っているんだとすると、

例えばＪＩＳ規格をちゃんと使えと言えば、今回もＪＩＳ規格が、書いてあったけど任意

だから使わなかったというんだけど、やはり国として法規を決めるなら、国土交通省は経

済産業省と手を結んで、ＪＩＳをちゃんと準用するとか、そういう交流はできないんです

か。ちょっと、この委員会の議論を越えているかもしれませんけれども。 

【事務局】  私どもは、実はＪＩＳ自体は当然、そういう認識でつくって、ＪＩＳの中

でこういうものをつくってほしいということでやっていますので、当然、業界の常識とし

て使うものだという認識でいたものですから、法律上の位置づけが甘かったと言われる点

はあると思います。むしろ私どもは、ＪＩＳをきちんと使ってやるべきだという認識のも

とで、これまでもやってきておりますし、今後も、仮に今回、いろいろな位置づけをする

ときにも、できるだけそれを活用させていただきたいというふうに認識しております。 

【委員】  ヨーロッパですと、ご存じのようにある程度国の要請があると、それに従っ

てＥＮ規格という、これはＪＩＳ規格を準用する。それを満たさないといけない、逆に言

うと、満たすと国の法令を満たしたことになる。そういうやり方を実はしていて、ＪＩＳ

規格にないものがあるならば、もっといい規格、もっといい技術があれば、これは要求事

項を満たしていますよという証明をすればいいですよという、かなり柔軟性のあるやり方

をしていまして、省庁を越えているんですね。それと同じように、日本もぜひこれからそ

ういう方向に進んでいただければ。ちょっとこの委員会のあれを越えているかもしれませ

んが、お願いしたいと思います。 

【部会長】  ほかにございませんでしょうか。 

 私から、技術的な話をまず１点なんですが、４番で、確かに今、○○さんの話のように、

１ページ目でいくと、１１基あるうちの１０基が何らかの問題を抱えて、結果概要の事故

機の１台は同型の１０台に入るのかわからないんですけれども、素線切れというのもあっ

たわけですよね。これがなぜ起こったかという、○○室長の材質の問題もあるというお話

ですけれども、これの技術的な問題点をどこかで解明するか、させるか、してもらうかと
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いう、これは命令か要請か助言かわかりませんけれども、そういうことはできないんです

か、エレベーターが工作物の１つであるとしたら。 

【事務局】  原因自体を究明するのは、いろんな技術的検討をすれば可能だと思います

が、もともとこういう鉄で、しかも摩擦を受けながら常に回転しているものですから、こ

ういったことは、逆に言うと当然起こり得る現象なわけでございます。ですから、通常の

エレベーターでもロープが、素線が少しずつ破断したりすることはあり得るわけで、それ

を見つけて、必要な範囲になってくれば交換をしていくというのが常識的な対応でござい

ますが、今回はかなりそれが進んだ状態までほうっておかれたということが、非常に問題

ではないかということで、このエレベーターだけ特別に、非常にロープ自体があったのか

どうかは、これから少し調査しなければいけないとは思いますが、通常のエレベーターで

も、メンテナンスをちゃんとせずにほうっておけば、当然起こり得る現象ではあると思い

ます。 

【部会長】  これだけの割合で言えば、全国に何万台もあるエレベーターの、ほかにも

こういう問題があるとすると、この点についても周知をすべき大きな問題ではないかと思

います。 

 もう１点、私のほうから質問したいんです。先ほど来、話にある遊戯施設の建築基準法

の問題で、私も、多分私が建築に携わる前からの経緯があるようなのですが、当時の工作

物と今の時代の工作物が、随分、種別的に変わってきているのではないでしょうか。多分、

当時の遊戯施設というと、ブランコみたいなものから始まって、観覧車ぐらいのイメージ

だったのが、今般のような、今までとは性質の異なる荷重のかかるような施設工作物とな

ってきている。その点を踏まえ、中期的もしくは長期的に、こういう遊戯施設を工作物の

中において建築基準法体系の中に含めるよりは、少し独立した法体系の中に含めるといっ

た、長期的な話かもしれませんけれども、そのような検討をするというお考えなり方針は

ないでしょうか。 

【事務局】  実は、後ほどちょっとご説明いたしますが、少し総合的に、こういう動く

設備ですとか、そういった施設についての技術的な検討を、総合技術開発プロジェクトの

中でやっていきたいと思っておりまして、その中で、そういう議論も含めて、どういう法

的な仕組みが一番効果的なのかということは検討していくことになろうかと思います。 

【部会長】  ぜひよろしくお願いしたいと思います。多分、こういう関係の施設という

のは、既存のものから随分いろんなバリエーションのものができてくるから、なかなか法
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体系になじまないというのか、ある形のイメージの決まったものであればいいんですけれ

ども、エレベーターも昇降速度がもっと早くなったり、昇降高さがもっと高くなってくる

と、どういう体系がいいのか、今までのものとは違うんじゃないかと思うんですね。ぜひ、

よろしくご検討いただきたいと思います。 

 それから、今般の事例ではエレベーターと、かなりの速度でもって動く動的な遊戯施設

という２件がものとして挙がっているようですけれども、最近、私の個人的に接している、

高層マンションに含まれる立体駐車場、あのあたりも多分、今までに我々がつくった経験

の少ないものができているように思いますので、ぜひ防災対策として、将来的なものを見

据えて、ほかにどんなものがあるかもご検討いただきたい。その点はよろしくお願いした

いと思います。 

 それは今までの３、４、５でございまして、きょう、ぜひ皆さん方、委員の方にご助言、

ご意見をいただきたいのは資料６でございます。今後の対応について、この資料としては

２枚でございますけど、何かほかにもこういうことをやっておいたほうがいいんじゃない

かという、ぜひ皆さん方の自由な発想で、自由なご意見をいただきたいと思います。特段、

どこにこだわるということはございません、ああいうこともやったほうがいいんじゃない

かとかを含めて、この６について皆さん方からご意見をいただきたいと思います。 

【委員】  ○○大の○○です。２点ございます。 

 １点目は、例えば私の例でいきますと、私は防火扉とシャッターについてはよく知って

いますから、どこで壊れるかもよくわかります。エレベーターも今回、勉強させていただ

いたので少しわかります。ジェットコースターのことをわかれと言われるとわかりません。

かつ、ジェットコースターというのはもともと、僕はほんとうに不思議でしようがないけ

れども、揺れてがたがたするからこそうれしくて、それに乗っているわけで、僕に言わせ

ればそれで死ぬのは当然といえば……。この発言、匿名になるなら言ってもいいと思うん

ですが。ある意味では危険を背負ってお金を払っている結果でないとは言えない。その場

合、わからないことはわからないと言うべきだというのが、私の最初の主張です。わかる

範囲はわかる範囲でやりましょう。わからない範囲までわかるというのは、非常に危ない

というか、僕らがジェットコースターも絶対安全なんだというところまで、ほんとうに言

うのかどうかということを最初に考えるべきだと思うんです。 

 実は、こういう発言をしますのは、１９８７年から２００２年までの１６年間に、アメ

リカで何人ジェットコースターで死んだか、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、１
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８人死んでいます。その１８人死んだということは、アメリカのホームページ、僕はどこ

に載っているかだけは知っていたから、たたけばすぐ出てくるわけですね。それはいわゆ

る情報公開で、どこで何が起こっているかということが、しかもどこまで書いてあるかと

いうと、何歳のおばさんがどこでどういうふうに死んだかまで全部書いてある。それをや

らないことには、結局わからないことはわからないよとは言えないので、わからないよと

いうことを知らしめるためには情報公開しなきゃしようがないというのが、このところお

医者さんもみんなそうやって、寂しい形になっていますので、そういう方向にいくんじゃ

ないかというのが１点目です。 

 ２点目は、この資料６の（１）の丸の２番目に、次回検査時点までに法不適合の状態ま

で劣化が進むことを想定する場合とそうでない場合を何とかしろというふうに書いてある

んですけど、ここについても私としては、壊れることを前提にした検査、調査をやりまし

ょう。それで、できるだけ壊れたことを報告する、私のところはＢがとても多いんですよ、

だけどＣはありませんという仕組みを言わないと、そこはもう日本人の意識を変えてもら

わないと困るんですけれども、事故前提の事故はいっぱい起こしています、だけど本物の

事故は起こしませんという仕組みの定期報告にしないと、いつまでたっても、うちはＢは

ありません、Ｃもありません、Ａばかりですという報告になるわけです。これはやはり、

故障率を一定限持っているということを会社の誇りにするような仕組みにしていかないと、

絶対に技術屋としては解決しない。ここは、私は学生なんかに幾ら言っても、やはり学生

さんも絶対に理解できない。だから、そこはもう、すごくつらいんですけど、私はやはり

３０年間こういうことばかりやってきて、どう考えても、壊れているということを前に出

せる世界にしないことには、この辺は改善しないので、ぜひ２点目のことも含めて、この

定期報告制度のことを考えていただけたらというふうに思います。 

【部会長】  何か、どちらか一方の欄にイエス、ノーのマークをする、アメリカに入る

ときの入国カードのようなものですね。 

【委員】  資料４と３にちょっと関係するんですが、ワイヤーの状況からすると、定期

点検していれば発見できただろう、というぐらいの状況だと思うんですね。現状からする

とかなりひどい状況で、事態としては、かなり深刻な状態になってきているという気がし

ています。ですから、今回の件に関しては、事態としては非常に重く受けとめなければい

けないのですが、具体策として、どうしたらいいのかというのは、私自身もまだ具体的な

案を持っているわけではありません。ただ、おそらくまじめにやっている業者さんもかな
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りいると思うんです。やはり、まじめにやった人がしっかり報われていく世の中であるべ

きだと思うし、そのまじめさというのは、ＡＢＣ評価のところで、Ｂ、Ｃがあって、それ

に対して適切な対応をした場合には、非常にまじめにやっている証拠とも言えるのではな

いか。全部がＡでなければいけないというものでもないのではないか。 

 私は、ＢやＣが多少出たとしても、それはばらつきの範囲内で出てくる現象であれば、

それは当然なんだろうと。ただし、それを適切に処理するための定期検査という気がして

います。適切に対応することができているのか、いないのかということも念頭に置きなが

ら、罰則規定とかいろいろな規定を強化していっていただければと思っています。資格者

に対する信頼というのは、国民からすると、大臣が定めようが法律で定めようが、その人

にすがるしかないんですね。私は国民の安全は、やはり守れるものは守ってほしいと思っ

ています。この際、資格者もグレードアップして、制度としてつくっていただければと思

っております。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 ほかに何かございますか。この資料６を中心に。 

【○○委員】  自由にということなので、申し上げたいと思います。２点ほどあるんで

すが、１つは、先ほどもちょっと言いましたけれども、ここ数年来、建築行政はものすご

い受難の年だなと思っていまして、少し過重負担なんじゃないかという感じは、一般的な

印象としてあるんです。今回の資料６も非常にまじめに対応されていて、特定行政庁が確

認できるように、資料を要求するんだとか、あるいは罰則もあったほうがいいんじゃない

かとか、省令を法律に上げたほうがいいんじゃないかとか、基本的には行政の関与を強化

するような方向、あるいは管掌の範囲を広げるような形でのご議論がずっとあるんですけ

れども、そういう過重負担的なことと、あと、多分全部はやり切れないという現実論を踏

まえると、少し建築行政のあり方をソフィスティケートしたほうがよくて、例えば税関の

検査ですと、これは建築偽装のときにもたしか申し上げたと思うんですが、コンプライア

ンスをちゃんとやっている優良企業については、むしろ検査を省略するという形で差別化

を図って、きっちりつぼを押さえたところで行政は関与せざるを得ないという、ある種の

割り切り、合理的な対応ではあると思うんです。テロ対策でそういうことをやっているわ

けだから、結構、大変な割り切りをして、決断してそういう対応をされているんだと思い

ますけれども、やはり行政の関与の仕方という点では、全部網羅的に、しかも完全でなく

やるということではなくて、つぼを押さえて効率的にやるという形で、もう少しほかの制
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度も見て、考えられたらいいんじゃないかというのが第１点です。ですから、優良なとこ

ろについては、いろんな義務も外して、検査も軽くしてという形にするということです。 

 ２点目は、それとも関係するんですが、定期報告制度の話は、広い意味でいいますと、

主体がだれかという話はありますけれども、行政調査の話なんですね。行政調査の話とい

うのは、裏返すと即時強制の話で、ある企業なり事業者がちゃんとやっているかについて、

先ほど情報公開と言われたんだけれども、その前に重要な情報をとってくるということが

大事なんですね。ある事業者がほんとうにちゃんとやっているかどうかを知ることが必要

なんですけれども、そのルートでいくと、立ち入りをするとか資料収集をするとか、警察

的な発想になってくるわけです、国税徴収のような、税金の対応もそうですけれども。と

ころが、ほんとうはそれができて、執行体制もあって、その情報が提供されるといいんで

すけれども、それだとストレートに即時強制の話になるので、思い切り公権力の行使にな

るんですね。そうすると、法的な仕組みをつくるときのハードルがとても高いんです。 

 そこでどうするかというと、表現の問題もありますけれども、即時強制でいくと非常に

厳しいので、やはり行政調査のルートでいくというのがいいんです。やはり違うんですね。

ニュアンスが違うのと、やり方が違うということで、そのときに、行政が入るということ

ではなくて、先ほど申し上げた介護保険法の話というのは、詳しい資料が大学に行けばあ

るんですけれども、厚生労働省さんも随分考えられたんですが、介護施設に対してそうい

う情報をとってくるという仕組みをつくられたんですね。数年前のことですけれども、そ

れが今度きちんと動くようになったということなんだけれど、それは、やっぱり行政が入

ると大変なので、ある種の公益団体だと思いますが、そういうのをつくって民間でやる。

上手に仕組みをつくりまして、自発的に、利用者のためにどういう施設があるのかという

ことを提供するということで、徹底的に利用者の便宜ということで情報を提供する。しか

も自発的な情報提供を促すということをやった結果、そういうハードルを上手に越えまし

て、新しい仕組みをつくられたんですね。そうしたところ、情報を出した瞬間に、劣悪な

企業だということはすぐわかるので、そのために情報提供に応じないところも出てくるし、

明確に拒絶するところもあるし、事実上、閉鎖するところも出てくるということで、そう

いう意味では相対的に優良な事業者が残ることになったわけで、こういう定期報告みたい

な話で情報を集めてきて、検査をさせてその情報を公にするという仕組みについては、従

前のやり方で充実させるというだけだと、非常に限界を感じるということもあり、別の観

点でも考えていただけるといいんじゃないかと思います。 
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【部会長】  ありがとうございます。 

 ○○委員。 

【委員】  ○○です。ちょっとまた技術的なことなんですけれども、先ほど少しお話に

出ていたんですけれども、ＡＢＣのランクの問題で、この２７ページにケーブル等のこと

が書かれているわけですけれども、Ｂが出ていないというのも不思議ですけれども、それ

が書きにくいということがあるのかどうかわかりませんけれども、これについての、例え

ば技術的にどの程度組成がはがれるとどういう状況が起こるのかというようなものは、難

しい検証なのかどうかが少し気になります。この六本木ヒルズの場合でも、あまりにも不

自然というか、そういう感じも素人目にはしてしまいますので、Ｂとすべきもの、あるい

はＣとすべきもののランキングの立て方と、それから、資料６の中に出てきています、経

過的な検査の間隔を見直すこと、これはとても私も賛成なんですけれども、この期間の立

て方ですとか、もう少し、先ほどのサンプリング調査を、これから結果が出てくるんだと

思いますけれども、このあたりも含めて細かなディテールの部分を含めて報告していただ

けると大変ありがたいという気がしています。 

 それからもう一つは、これも結論ですけれどもあいまいなんですが、資料６の最後のと

ころに、所有者による適切な維持管理の徹底化という、いつもこのところに出てきます。

今回のジェットコースターのケースもそうですけれども、私がこの部会に参加させていた

だいてからも、毎年のようにさまざまなケースが出てきて、これを新聞報道等で、さまざ

まなところでいろんな事業者が情報を共有しているはずですけれども、それでもなおかつ

こういう管理の問題が出てきている。先ほどもお話がありましたが、やはりこれは１つの

省だけの問題ではなくて、関連する部分とのやりとり、もう少し同じことを繰り返さない

ための他の機関、あるいは省庁との連携、そこを少し議論していく必要があるのではない

かという気がいたします。 

【部会長】  ありがとうございました。後段のほうについて何か、事務局のほうから指

摘しておくべき事項はございますか。 

【事務局】  関係するところというのは、実はこの分野については、エレベーターとか

は多少あるんですけれども、遊戯施設の関係は非常に、今のところあまりほかのところが

やっていない分野もございます。ただ、他の分野でどういうことをやっているかというこ

とは、今後きちんと踏まえて、仕組みの中に生かしていくことは必要ではないかと考えて

おります。 
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【部会長】  ありがとうございました。 

 ○○委員。 

【委員】  ○○研究所の○○という者です。ＡＢＣのチェックの話があるんですが、私

が心配するのは、例えばＣにつけた、そうしたときに何らかの補正、あるいは修正なり保

全なりをしたらＡになるという枠組みがどこかに要るわけですよね。そのときに、どうい

うことをやったらＡにしていいのかというコンセンサスがそれなりにあれば、Ｃですよ、

直してＡになりました。その補正する、直すということをやる者と検査する者が別人格な

のか、同じ人なのか。これが同じだったりすると、何となく隠ぺいしたような感じになる

し、ちょっとその辺の整理が要るのかなと。つまり、点検して直すという行為なのか、チ

ェックするということなのかという、行為する人によってちょっと……、でない限りＣに

つけてＡに直すというのが非常に、変なことをやっているような感じがする。あるいは、

こう直せばＡにしていいですよというコンセンサスがあれば直しやすい。 

 ただ、何とかにひび割れがある、どう直したらいいかといって、これはなかなか難しい

んですよね。ひび割れが一たんできちゃうと、どう直したら直したことになるのかという

コンセンサスがないと、なかなかつけにくいのかなという、実態的に。だからそこを整理

していただきたいということと、それから、検査者の責任を極めて大きく考えるような制

度に踏み込んでいくと、所有者の責任はどんどん軽くなっていっちゃうようにも見える、

別人格だとすれば。そういうところで、所有者の責任も当然あるんでしょうけれども、検

査者にごまかされましたと言ったら、所有者の責任が大分減ってくるのか。ないというこ

とではないでしょうけれども、減ってくるのかなと。その辺が何となくしっくりこないな

という感じがします。 

【部会長】  ありがとうございました。 

【委員】  自由に意見を言っていいということなので、申し上げたいと思います。最近

は、いろんなこういう事故が起きるたびに思うのは、日本も成熟したなというか、要する

に新しいものをつくる時代が終わって、ほとんどのものが１０年、２０年は当たり前で、

３０年以上も前のものを使っている例が少なくないということです。ところが、メンテナ

ンスとか維持管理についての備えがすごく希薄だと思うんです。特に、何が希薄だったか

というと、実は安全はただではなく、維持管理やメンテナンスにかかる費用の問題をどう

するのかということを、あまり私たちは真剣に考えてこなかったのではないか。ですから、

うそをつくというのは、私もほんとうに昨今の風潮として一番よろしくないと思うんです
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が、ばれなければうそをついていて大丈夫というようなことも、きちんと維持管理に費用

をかけないというところに問題があるように思うんです。 

 何を申し上げたいかというと、安全管理に対してきちんと費用がかかるということで、

精緻な定期検査とか定期報告、それから資格者ということで言えば、そういうものをきち

んと行うときにかかる費用を、一体だれがどういうふうに負担するのかということと、そ

ういう検査を行った資格者が、その資格に伴ってどういう責任を負うのかというあたりが

きちんと一回議論されないと、はっきりしないのではないかと思います。その辺をここで

一回、光を当てて議論してはどうかということを申し上げたいということです。 

 そういう意味で、先ほど介護保険のことについて○○先生がおっしゃっているわけです

が、介護保険は７兆円を超えるお金を、国民が保険料と税金でフィフティ・フィフティで

負担していて、それがどう使われるかということについて、いろいろやってみてかなり問

題があるということがわかった。そこで、必ず１年間に１回、インスペクターが一泊二日

で行って、各事業書のエビデンスをすべて出して検査をやることになった。当初はそれに

基づいて格付までやろうという意気込みだったんですが、格付まではできないので情報公

開に徹しようということになっています。この場合は、税金を使っているとか保険料とい

う公的なものなので、そこの検査にかかる費用はその中で見るということだと思うんです

が、今回のようなエレベーターとか遊戯施設の場合には、それとは少し性質も違うので、

一体だれがどういうふうに検査などにかかる費用を負担するのかというあたりも、少し違

った角度で議論する必要があるのかなと思います。 

【部会長】  ありがとうございます。 

 私の個人的な意見を申し上げますと、やはり今般の遊戯施設のようなものについては、

管理者が第一義責任、それをある費用をもって、費用と責任を伴ってメンテナンス会社が

第二義責任を有すると考えます。メンテナンス会社は、費用に応じた責任を伴っていると

するのが筋論ではないかと考えます。 

【委員】  それで、安全なものは、やはりコースターに乗る料金が高くなると思うんで

す。そこをきちっとやらないといけないと思います。 

【部会長】  そうです。ちょっと事務局とも個人的に話したんですけれども、例えば年

に２回、ここのコースターはやっていますよということをちゃんと売り場に掲示してもい

いし、月に１度やっていますよということを掲示してもいい。私のところは年に１回、最

低基準しかやっていませんということを出してもいい。利用者はその情報をもとに、自分
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の判断をする。私は○○先生のようなことはあまり考えていないんですけれども、それに

応じて多少、費用がかかっても、それは自分の安全のためにかかっているコストだという

ふうに利用者に理解してもらうのではないでしょうか。 

【委員】  同感です。コースターも、だから１年のうち２週間とめていますということ

をきちんと公開して、その２週間の間に検査をしている、だから安全ですというふうな状

況をつくっていかないといけないんじゃないか。 

【部会長】  それは皆さん方の今日のご意見の中にもありましたように、私どもが安全

というものに、一体どういう負担をする必要があるのかの点に関する社会的な認識の問題

について、皆さん方の意見の中に温度差があるし、国民一人一人の中にも、多分、温度差

があるのではないかというように理解しています。 

 ほかに。 

【委員】  ○○不動産の○○と申します。この中に出てくる単語としては、おそらく所

有者の立場になっている者だと思います。一言言わせていただきたいのは、まず所有者の

立場から物を言うと、エレベーターというのはブラックボックスなんです。縦穴が走って

いて、機械室が上についていて、ほとんと目に触れない状態で運転されているということ

なんです。ですので、私どもの会社もそうですし、おそらくほかのマンションもそうだと

思うんですけれども、エレベーターのメンテナンス会社とは、フルメンテ契約という名称

のメンテナンスをやっています。フルメンテというのは、先ほどのＡＢＣの話がありまし

たけれども、ＣなりＢがついたときには、それはメンテナンス会社が取りかえるというこ

とです。その費用は所有者が出している。ですから、フルメンテ契約をすると、メンテの

フィーは高い。逆に、オンコール契約というのがありまして、来たときに、これは壊れて

います、かえますかという契約もあります。それは○○委員のほうが詳しいと思いますけ

れども、我々、大体の会社はフルメンテ契約でやっていて、おそらく何かあったときに、

９９％はメンテナンス会社の人たちがどうやってそれを見ていたのかというのは、所有者

としては説明できないような状態になっていると思います。それが第１点です。 

 それから、私どもの会社も六本木ヒルズの破断の前に、素線が破断してエレベーターが

停止したことがあります。そのときに、メンテナンス会社と交渉した中で、メンテナンス

会社、メーカーでもいいんですが、２点要求があります。１点目は、確かにＪＩＳにいろ

んな、摩耗度とか使用時間のめやす、こうなるとロープをかえなさいというめどがあるん

ですが、各メーカーさんはそれよりもシビアな社内基準を持っているような気がします。
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その社内基準をきちんと公表してくれと言っていいのかわかりませんが、それを示して、

これはＣなんです、これはＢなんですということを言ってもらいたい。それからもう一つ

は、この「対応の方向について」という中の１の（２）の２番目の丸ですが、不具合によ

る情報が含まれていないというのは、これはおそらく、１号機とかという表現で言えば、

１号機の固有の不具合の履歴がないということだと思うんですが、それは検査結果をずっ

と繰っていけば履歴がとれるはずなんです。我々が欲しいのは、その１号機と同型式の、

ほかの日本のどこかでついているエレベーターで不具合があったのかなかったのか。その

不具合があった場合、どういう処理をしたかという情報が欲しい。これは各社、例えばお

客様サービスセンターとか、クレームセンターというのを持っているはずなんですが、ど

こかで、日本で同じような不具合がなかったのかという質問について、第一義的には、あ

りませんという答えが返ってくる。我々はそれはおかしいと思うんですが、それが６カ月

ぐらいたつと、実はこういうのが見つかりましたということなので、対応が個別になって

しまうよりも、同じ不具合があった場合には、それを公表するという制度も必要ではない

かという気がします。 

 以上です。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 後段のほうについて何かありますか。 

【事務局】  その辺のことも含めて、実は一部、この定期報告でいうと２ページの

（２）で行政庁での閲覧ということを考えておりますが、もう少し本格的な情報のあり方

については、後ほどご説明しますが、総合技術開発プロジェクトの中で、その仕組みにつ

いては検討させていただきたいと考えております。 

【部会長】  どうもありがとうございます。 

 資料４、５、６ということでご意見をいただきました。次の資料７、総プロ関係のこと

について事務局からご紹介いただきたいと思います。 

【事務局】  実は、いろいろ協議いただいたご意見は、むしろこの７のほうで検討すべ

きご意見が多かったのかなと考えております。最初にご説明した昇降機センターでの技術

的な検討ですとか、それから６のうち、おそらく比較的速やかに検討を完了して実施でき

るものと、少し中長期的に検討しなければいけない部分がございます。この資料７は、そ

の中期的な部分について少し総合的に検討させていただきたいということで、今年度から

３カ年計画で、技術開発と書いてございますが、いろいろなソフトの対策も含めて検討さ
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せていただきたいということで考えております。 

 １つは、設計段階としてはもう少しいろいろな、新しい設備も含めてリスクの評価と安

全性能をどうするかということ。それから、フェイルセーフという考え方はどうも、いろ

んな意味できちんととらえられていないんじゃないかということもございまして、そうし

たものをきちんと評価した上で、基準をどう設定していけばいいかということを考えては

どうか。それから、その基準自体を審査する仕組みをどうするかということで、重要な部

分についての性能評価をどうしていけばいいのか、それから、それをやっていくための体

制、基準の見直しを含めてその体制をどうするかということ。 

 ２番目は使用段階でございまして、これはやはり機械ものの耐用年数とかを考慮した維

持保全が重要でございます。それから、その検査方法を考慮して、どういう維持保全をや

っていけばいいのかということ、それから、それらをチェックする体制をどうするかとい

うことを検討してはどうか。 

 それから、先ほど出ておりますいろいろな事故情報をどういうふうに集めていけばいい

か。この中には、おそらくリコールみたいな方法も一つの手段かなと考えているんですが、

そういう仕組みをどう構築し、それらを安全基準にどうやって生かしていくのか、そうい

う方法を考えていきたいということで、これは建築に限らず、横断的な議論が必要ではな

いかということで、他分野の方々にも幅広く参加いただきまして、検討させていただきた

いと考えております。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 これは１９年度からの３カ年の総合技術開発プロジェクトに関しまして、何かご質問、

ご意見はございますでしょうか。 

 これは、先ほど来ご意見をいただいております３、４、５および６に絡めたご意見もこ

こに、今の○○室長の話に含めていただけるということで。 

 ○○先生。 

【委員】  先ほど、勇気のある発言だと言っていただいてあれですが、ちょっと言葉足

らずだったかもしれないので、ジェットコースターの話をもう一度だけ、ここにも「遊戯

施設等の安全性を確保するため」と、資料７に書いてあるので、もう一回私の気持ちを申

し上げたいんですが、私はこれの専門家ではありませんが、テレビで見ている限りでは金

属疲労だというふうに、専門家の方はおっしゃる。私の立場から言えば、ばんばんばんと

できるだけ金属疲労が起こるように運転している、そういうものの安全性を、ほんとうに
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だれかが専門家として保証できるのかという問題を抜きにこの話を、だれか専門家を集め

て最終的に答えがあるのかというところにほんとうに持っていけるのかというのは、僕は

ちょっとやっぱり、最初のわからないことはわからないように言おうと言っていることと

リンクしていて、ほんとうにこれを、専門家をいっぱい集めたら何とかなるんだよという

ふうに言うのかなというのが、ちょっと最後のところでひっかかるんです。 

【部会長】  私のほうの、今の○○委員に対して、例えば飛行機を例にあげてみると、

飛行機はかなり無理な、適切には大きな荷重が作用しているんですよね。特に着陸時なん

て、言ってみれば毎回軟墜落と言ってもいことをやっている。たまに疲労事故もあったり

しています。ただ、確率的には非常に安全な乗り物といえるものですね。だから、今回の

事例のように、新しい施設が、今までにないような新しいシステムで動き出したときに、

やはり検査の方法も、検査の期間も変わるだろうけれども、そのあたりの点をここの部会

で検討していただくのではないかと、私は理解しております。 

【委員】  全く先生のおっしゃるとおりで、私もそこについては同意するんですが、し

かし、当然、別のところでやっているジェットコースターに乗りたくはないわけだから、

必ず一品生産に近いものになる。飛行機もそれに近いんですけれども、でも飛行機は、も

のすごい大量のお金と大量の人を使っているわけですね。そこへ、申しわけないけれども、

先ほど申し上げたけれど、オーバーワークの我々が乗り込んでいって、ほんとうにやるつ

もりなのかというのは、やっぱり何かちょっとおかしい。技術屋として、そんなこと僕は

やれと言われたら、僕はやりませんとしか言いようがないので、そこのところはちょっと、

手前でもう一回判断すべきではないかということを申し上げたいだけです。 

【部会長】  ほかに何か。 

 ○○委員どうぞ。 

【委員】  今のお話ですけれども、ご存じのようにリスクの大きさの問題で、あえてそ

ういう、リスクが高いようなことをやる場合は、乗客にもそれだけのリスクを覚悟して乗

れとおっしゃるんだと思いますけれども、やはり安全な機械を設計する立場から言うと、

どこまでが余裕で、ここから先が危ないんだという、連続モードにかわっていますから。

お客さんには避けることも何もできないような施設なわけ、ジェットコースターというの

は。そうすると責任は明らかにメーカー、管理のほうにあるはずで、お客さんにはないん

です。それをどこで切るかというのは、これは設計者のリスクをどこまで評価して、どこ

であれは安全とするかという話になるんで、きょうの資料７にありますように、できたら
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設計段階の中でフェイルセーフ、これは機械安全の本質的安全設計というんですけど、そ

こにどれだけウエートを置いて、それでだめなときはどうやって安全装置をつけて、その

先で初めて人間が注意するという、段階がちゃんとありますので、そういうことを踏まえ

て我々はジェットコースターはここでいいだろう、ここではだめだろう、これ以上は許さ

ないという基準を、最低限を決める。最低限を決めてもご存じのように事故は起こり得る

ので、それより今度は官より、官は多分、最低限の基準を管理する必要はあるかもしれな

い、それ以上については民が情報公開しながら、ここはこれだけ安全に金をかけています、

情報公開で、私はちょっと高いけれども乗りましょうと、あとは民に、お客に任せる、そ

ういう話に多分なると思うんです、これをやっていくと。ですから、資料７に従ってこれ

からどんどん研究していってほしいし、特に設計段階については、機械安全のほうで相当、

やられておりますので、ぜひ参考にしていただきたいし、最後の事故情報は、ご存じのよ

うに製品安全のほうで同じようなことが起きていまして、ＮＩＴＥというところが全部、

情報を集めて公開して、だめなら停止させるということをやっております。非常に参考に

なる、製品安全も私に言わせると機械と同じです。同じような発想でできるはずですので、

いろんな部署が同じようなことを考えておりますので、省庁を越えてこういう研究をして

いただければと思います。 

【委員】  今の点なんですけど、これには工学ばかり入っていてほかのは入っていない

んですけど、社会的リテラシーの話というのがやはりありまして、行政がどのぐらい関与

するのかということを考えたときには、やはりジェットコースターとエレベーターは違う

と思うんです。そんなに危険で費用もかかるんだったら、ジェットコースターなんて別に

なければないで済む話だし、遊園地がジェットコースターをつくってお客を呼びたいんだ

ったら、そういう意味で自分で費用をかけて安全にして、そこは行政が適切な関与をする

ということだと思いますけれども、そういう優先順位づけは当然あってしかるべきだし、

そういうことを含めて考えていただきたい。そういう観点は、多分、工学も発展すると入

ってくるのかもしれませんけれども、社会科学もお忘れなくということで申し上げたいと

思います。 

【委員】  全くおっしゃるとおりで、こういうもので大事なのは、私はどちらかという

と設計のほうからアプローチしていますが、実は仕組み、社会制度という非常に重要なフ

ァクターがあるんです。あとはヒューマンファクター、人間的な側面はものすごく重要で、

管理するほうも、管理する仕組みをつくってもそれをやるのは人間だということを考える、
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それから、乗るユーザーのほうもやはり人間だということを考えますと、人間的、ヒュー

マンファクターというのは非常に重要ですので、設計だけ、機械だけと言っているわけで

はありません。やはり総体的に安全を議論していただきたいと思います。おっしゃるとお

りだと思います。 

【部会長】  ありがとうございました。安全とか防災は、人文、社会科学等の広い分野

が入っております。この件に関しては、きょう、委員の中で意見交換をいたしましたので、

もし先生方のほうで新しくご意見がございましたら、総合技術開発プロジェクトは１９年

度からスタートいたしますので、今後の１カ月程度のめどでご意見、ご注文等を寄せてい

ただきたく思います。これもまた自由なご見解で結構だと思いますので、ぜひお寄せ下さ

い。これに関しては、阿部さんに事務局になっていただくということで、メール等で直接

にお寄せいただくことにさせていただきたいと思います。いろいろ、こういう項目をプロ

ジェクトでやってほしいということを皆さんのほうからお寄せいただくことを期待してお

ります。私のほうからは、総プロを実施される側に、計画は３カ年でございますけれども、

なるべく早くできるものは成果を早く出す、やはり早急な対応をすべき事項に関しては、

年次計画で総プロの中でお考えいただければと思います。その点、よろしくお願いいたし

ます。 

 どうもありがとうございました。ぜひ、この総プロの進め方についての皆さんのご意見

を期待しております。社会科学的にシステムをつくるのが必要だ、ごもっともでございま

す。何かもう少し具体的なご提言があれば、あわせてお願いしたい。 

 それでは、あとは本部会の災害対策に関する報告事項でございます。少し時間が押し迫

ってきてしまいましたけれども、次に、先日起こりました能登半島沖と、三重県中部を震

源とする地震の現地調査が、○○研究所と○○研究所の合同で行われておりますので、そ

のあたりをご紹介いただきたいと思います。 

 これは、事故のほかにもう一つ、災害対策のほうに移ります。 

【○○研】  ちょっと時間がないようですので、この分厚い資料の中身をご説明してい

るとかなり時間を要すると思いますので、ちょっとどういう状況かということだけのご紹

介をとりあえずさせていただいて、特にこういう点が知りたいというようなご質問があれ

ば受けるという形で、ご紹介だけさせていただきたいと思います。 

 ○○研と、○○研究所共同で、能登半島地震の調査を行っております。３月２５日に発

生した地震に関しまして、１ページ目にございますように、まず初動調査をやりました。
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私の隣に座っております槌本主任研究官ともう１人、独法の○○主任研究員、２人で現地

に急いで行って回った。その後、主として今回の地震で問題になったことを順次、調べて

いっておりまして、地震動の調査、それから天井落下等がありましたので、非構造部材の

被害調査、それから木造が非常に壊れております、これは初動調査でも随分見たんですが、

さらにそれを定点的に見るという木造の調査。そして、天井等の最初の調査では見られな

かった部分と、鉄骨建物の調査。それから、ごく最近ですが基礎・地盤の調査という形で

調査を行いました。それと、４月１５日に発生しました三重県中部の地震でも、天井が落

ちましたのでその調査もちょっとやっております。 

 以上の結果について、次の２ページ目にこの資料の目次がございます。初動調査の結果

は一刻も早く皆様方に見ていただきたいということで、４月６日付で○○研究所のホーム

ページで公開しております。きょう、おつけしている資料はそれをその後、一部加筆した

ものとなっております。それから、地震動関係の記録の分析をしたものを３０ページから、

それから木造の第２次調査を踏まえたレポートが３６ページから、天井に関しては三重県

の地震も含めた被害の状況ということで、４７ページから資料をつけております。この初

動調査以外のものも、本日、○○研究所のホームページ上で資料を公開いたしました。こ

れらはいずれも速報でございまして、現在、両方の研究所共同で中間報告という報告書の

取りまとめを行っております。その報告書がまとまりましたら、また何らかの形で皆様方

にきちんとご報告をさせていただきたいと思います。 

 ということで、この資料の性格と状況のご説明は以上でございます。中身に関してもし

ご質問があれば、実際に現地に行っている○○主任研究官と、○○委員のほうからもご説

明していただけると思います。 

 以上でございます。 

【部会長】  ありがとうございました。ご質問はございますでしょうか。 

 ○○委員、能登半島沖地震の災害調査にいらっしゃったのですね。何か、ご紹介いただ

けることはありますでしょうか。 

【委員】  行きました。学校中心で見てまいりました。 

【部会長】  本日は特にご用意いただいた資料はありませんが、調査についてご紹介い

ただけますか。 

【委員】  ふだんはＲＣの建物をよく見るんですけれども、今回は鉄骨の建物、学校が

ちょっとやられていたというのが特徴的でして、かなり似たようなつくりの、３棟ほど似
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たような建物がありまして、１つは、ちょっとディテール、つくりつけの仕方がまずいか

なと思われるところがあったので、３棟、似たような建物だったので、ほかの建物を含め

てよく見ていただくことが必要かなという印象を持ちました。あと、木造関係はわりと古

い建物が壊れているという感じがありました。 

【部会長】  基本的には、報道で出たのは木造の、何地区というんでしたか。 

 特徴的な点だけ、簡単にご紹介ください。 

【○○研】  輪島市の、旧輪島市と旧門前町のうち、旧門前町の被害がやはりかなり大

きいということで、資料でいうと６ページになります。９ページ目あたりから１０、１１、

１２、この辺が被害ですけれども、今おっしゃられましたとおり、古い木造家屋で土の壁

を有するような、構造要素が少ない建物ですとか、それから店舗併用型の、２階にちょっ

と大き目に乗って、１階の耐力壁が少ない建物が倒壊ですとか大破、大きな被害を受けて

いる。そのほか、店舗と同じ理由ですけれども、車庫ですとか１階を倉庫にしたような建

物が被害が大きく出ていました。 

 概要としてはそういうことです。 

【○○研】  それぞれのパートの最後のところにまとめというのがありまして、例えば

木造ですと４５ページの下半分ぐらいのところにまとめとありますので、この辺をごらん

いただくと大体の感じはおわかりいただけると思います。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、最後になりましたけれども、この事故、災害、皆様方にご報告してあります

前回以来の建築物にかかわる最近の事故事例と、宝塚市のカラオケボックスの火災の対応、

その２点についてご紹介いただきたいと思います。 

【事務局】  重立った大きなものは先ほどご説明しました。資料９で、網かけがしてあ

る部分が追加された部分でございます。８月以降、かなりの件数が生じております。例え

ば５ページ、ベランダの手すりが壊れて落下して死亡されるというような事故がございま

すし、エレベーターの関係は先ほど申し上げましたので省略させていただきたいと思いま

す。それから、エスカレーターでも転落、突然停止して転倒するというような事故が生じ

ています。あと、これはおそらく基準法によらないものだと思うんですが、１５ページは

簡易リフト、相変わらず違法な状態で使って、設置されたもので事故が起こるということ

も生じております。遊戯施設は先ほど申し上げました、２０ページごろからずっと、いろ

んな事故が起きているという状況にございます。ちょっと時間もございませんので、後ほ
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ど見ていただければと思います。 

 それから、資料１０でございますが、これはことしの１月に宝塚のカラオケボックスで

火事が起きまして、死者３名ということで、これにつきましては消防と連携いたしまして、

今、いわゆる防火上の不備を調査して、是正しているということでございます。残念なこ

とに、次の２ページを見ていただきますとわかりますように、非常に違反が多いというこ

とで、４５％が違反であるということが確認されておりまして、今、急いで是正させてい

るということです。主なものとしては見ていただきますとわかりますが、非常用照明装置

といいまして、火事のときに電気が消えても照明がつくというもの。あるいは排煙設備、

こういったものも未設置のものが非常に多い。それから、防火区画といいまして、区画で

火事を小さく抑えるような区画ができていないもの、内装に非常に燃えやすいものを張っ

ているというもの、こういったものがあるということで、今、是正させているという状況

でございます。 

 以上でございます。 

【部会長】  どうもありがとうございました。 

 ご質問は。 

 私からちょっと、この資料９のような情報は、国交省のホームページにアクセスできる

んでしょうか。 

【事務局】  この事故部会の資料という形ではあるんですが、少しわかりにくいんじゃ

ないかとか、きちんとした形でわからないということもございますので、今、実はこれの

ホームページへのアップの仕方を検討させていただいておりますので、もう少しわかりや

すく国民に知らしめる仕組みを考えたいと思います。 

【部会長】  ぜひ、よろしくご検討をお願いしたいと思います。国交省のホームページ

の広報をするわけではないんですけど、ぜひそこに皆さんがアクセスできるような形をお

願いします。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 いろいろありがとうございました。本日は資料６とか、総プロの関係でいろいろ皆さん

方からご意見をいただきました。これをもとに総プロの進め方、ご検討いただけると思い

ます。ぜひ、この資料７に関して皆様方のご意見がございましたら、事務局のほうに、阿

部さんですね。 

【事務局】  事務局はどこでも、建築指導課あてのファクスでも結構でございます。 
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【部会長】  よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、時間を超過してしまいましたけれども、今後の予定等を踏まえまして、事務

局から今後の予定のご紹介をお願いしたいと思います。 

【事務局】  次回でございますが、今回、先ほど申し上げました定期検査の基準ですと

か、例えば報告の中身、こういった部分につきましては事務局が関係団体と協力して、少

し具体的な案を考えたいと考えておりますので、次回はそれを少しご議論いただきたいと

思っておりまして、できますれば７月下旬か８月上旬頃に開催させていただきたいという

ことで、後ほど日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

【部会長】  少し状況が把握されて、今後の見通しがついた段階で早急に対応したいと

いうことで、次回、間隔的には短いんですけれども、７月末か８月の頭ということを予定

しております。また日程については事務局のほうから、皆さん方の都合をお伺いすると思

いますので、よろしくご回答をお願いします。また多数の委員のご出席でをいただき、実

りある議論を進めたいと思います。 

 予定の時間をオーバーしましたけれども、本日予定の議題は終わりました。以上をもち

まして、本日の第７回の部会をこれで終了させていただきたいと思います。皆さん、どう

も本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


